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重層請負関係で施工される建設工事については、労働者の混在による労働災害を防止するために、そ

れぞれの業者が行う管理とは別に、現場全体を統括的に管理することが求められています。この一連の

合理的、組織的な安全管理が「統括管理」です。元請事業者は、統括安全衛生責任者を選任しなければ

ならない現場も、それ以下の中小規模の建設現場もすべて含めて、統括管理が義務づけられています。 

本講習は、元請事業者(現場代理人)、下請事業者(現場監督者)、主任(専任)技術者のあり方等を講習

いたします。つきましては、下記要領により開催いたしますので、多数受講頂きますようご案内申し上

げます。 

 

 

１．受講対象者 

 

 ① 元請業者の建設現場の作業所長等現場責任者の地位にある方及びその次席の地位にある方 

 ② 下請業者の現場代理人等現場責任者 

 ③ これから上記の①②の立場に就こうとする方 

 

 

２．開催予定(７時間) 

 
2019年４月実施予定 
(学科) 9：00 ～ 17：00 

 

３．教育内容 

 

① 安全衛生行政の動向について（建設業における労働災害と問題点） 

② 統括管理の意義（元請の責務、注文者及び下請の講ずべき措置、事業者責任） 

③ 統括管理の具体的進め方 

④ 建設業における労働衛生管理・異常時等の措置等 

 

 

４. 受講料及びテキスト代(会員のテキスト代は無料です) 

 

受講料：7,560円 テキスト代：1,750円 

 

 

 


